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資料４

戦前の官吏制度等について

１ 官吏等の分類

親任官（大臣等）

勅任官

高等官 親任官以外の勅任官（次官、局長等）

１～２等

１～６等官吏 奏任官（課長等）

１～１０等判任官

（等級数は俸給令制定当初のもの）

雇員、傭人等

２ 官吏

○ 旧憲法第１０条( )で天皇「天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任命ス」

の任免大権及び官制大権を規定し、行政組織や官吏制度が勅令により定められ

る憲法上の根拠を規定。この規定により、高等官官等俸給令、官吏服務規律、

文官任用令、文官分限令、文官懲戒令等それぞれの制度ごとに勅令を制定。

凡ソ官吏ハ天皇陛下及天皇陛下ノ政府ニ対シ忠順勤勉ヲ主トシ法律命令○ 官吏服務規律第１条（「

） 、 、ニ従ヒ其職務ヲ尽スヘシ」 でも明らかなとおり 官吏の身分は天皇により与えられ

その身分に伴う忠実無定量の服務義務をもつとともに、その身分に伴う俸給も

天皇の官吏としての体面を保つために相応しいものとして天皇の与えるところ

とされた。また、天皇の名において人民を支配する特別の身分を有するものと

された( )。*

○【行政組織との関係】

明治１８年、内閣制度創設により、行政組織としての体裁が整う。

明治１９年には、各省官制（勅令）を制定。

・ この勅令は 「各省官制通則 （別紙１）と「外務省官制」等の「各省、 」

官制」の集合体。

・ 前者は、次官、局長、参事官、秘書官、書記官、試補、属といった各
ぞく

省に共通に置かれる官職の設置などを規定。

・ 後者は、各省ごとの所掌事務、内部組織や定員等を規定。

○ 官吏の任用等については別紙２参照。
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３ 雇員、傭人

○ 民法上の委任契約又は雇用契約を通じて国に使用される者。

○ 雇員と傭人の区別は必ずしも明確ではないが、前者が一般の行政官庁におい

て通常の行政事務を担当する者であり、後者は肉体的単純作業に従事する者。

「 」 、 、文官任用令 が判任官の任用資格として ５年以上雇員たる者を掲げており

雇員は身分的に官吏に近いものと観念されていたといえる。

○ 雇員は判任官の前段階とみなされ、類似あるいは同一の職務を行っており、

職務内容によって両者を弁別することは事実上不可能。非官吏は官吏と異なり

官制により定員が定められていないため、業務量増大に即応する機能（ 。**）

○ 給与も統一基準はなく、予算の許す範囲で各省庁が内規を設け独自に支給。

実際には給与体系はどの省庁でも同一で、職種、学歴、性別により初任給が決

まり、勤続年数により昇級。なお、勤勉手当は、勤勉手当給与令により判任官

と雇員に共通の統一基準が設定されていた（ 。**）

４ 昭和１７年７月現在の全官公庁定員( )***

勅 任 １，８４８人

奏 任 ２３，８２７人

奏任待遇 ８，２０９人

判 任 ２５０，７８８人

判任待遇 １４３，７９１人

嘱 託 １１，６９４人

雇 員 ６６２，４９０人

傭 人 ４７４，８０８人

計 １，５７７，４５５人

（うち中央 、地方 、作業官庁 ）47,660 187,879 1,341,916

注) 待遇官吏とは、国家に対し忠実かつ無定量の勤務に服すべき公法上の義務を負う(

が、国庫から俸給を受けない等の理由により、正式に高等官または判任官とされな

いが、その待遇を与えられる者（例：公立学校職員、巡査、看守、名誉領事等）

（参考） 人事行政二十年の歩み（人事院）*

戦後日本の公務員制度史（川手摂）**

（ ）***戦前期日本官僚制の制度・組織・人事 戦前期官僚制研究会

（ ）上記以外は官吏・公務員制度の変遷 日本公務員制度史研究会
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（別紙２）

官吏の任用等について

任用資格 具体的任命行為（注１）

親任官 任用資格に関する規定なし 官記に天皇が親書し、内閣総理大

臣が副署

親任官 当初は任用資格に関する規定なし 閣議決定を経て、上奏し、官記に

璽を鈐し、内閣総理大臣がを除く その後政治任用を制限する観点から「文官任 天皇が御

年月日を記入勅任官 用令」において以下の任用資格を規定（明 ）32

①高等官３等（奏任官の最高等）にある者（あ

った者）

②満１年以上勅任文官の職にあった者

③勅任文官の職にあった者で、文官高等試験合

格者

（ ）④満２年以上勅任検事の職にある者 あった者

奏任官 「文官任用令」で以下のとおり規定（明２６） 内閣総理大臣又は各省大臣が天皇

①高等文官試験合格者 に奏請し、天皇が奏薦書に御璽を

鈐する。官記には内閣の印を鈐し、②満３年以上高等文官の職にあった者

内閣総理大臣が年月日を記入③満３年以上判事・検事の職にあった者

判任官 「文官任用令」で以下のとおり規定（明２６） 法令上特段の規定はなく、各官庁

①文官普通・高等試験の合格者 限りで任命手続が行われる（任免

②官立・公立中学校等の卒業者又は文部大臣が 大権の委任と観念されていた）

これと同等以上と認めた者

③満３年以上文官の職にあった者

④満５年以上同一官庁に在職する雇員で文官普

通試験委員の銓衡を経た者

（注）任命権者についての規定はないが、官吏の究極的な任命権は天皇に遡ると考えられる。

具体的任命行為については、官記（辞令書）について定めた「公式令」による。


